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コロナウイルス感染症に伴う就業制限等に関する申し入れ 

 

 

新横浜駅で罹患した社員に対して管理者から「勤務は年休か欠勤しかない」と発

言し、誤った認識を持った管理者がいた。そのことから他職場でも同じような認識

の管理者が存在し、罹患者や濃厚接触者が欠勤扱いで対応された社員がいるのでは

ないかと組合は認識している。 

従って、下記の通り申し入れるので、団体交渉を開催すること。 

 

 

記 

 

１．コロナウイルス感染症における、勤務は年休（保存休暇含む）、私傷病休暇、就

業制限があることを、現場の管理者に再徹底すること。 

 

２．感染者や濃厚接触者が発生した職場で、当該社員に対して欠勤として扱ってい

ないか調査すること。また、欠勤として取り扱いされた社員が発生した場合には、

就業制限されたものとして６０／１００を追加給付すること。 

 

３．賃金規程第１２６条第１項の６０／１００の計算方法・計算式を明らかにする

こと。 

 

以 上 


